
松江市仮使用認定事務取り扱い要領  

 

 

（目的） 

第１ この要領は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第７条 

の６第１項又は法第１８条第２４項に基づく特定行政庁又は建築主事の仮使用の認定申

請（以下「仮使用認定」という。）及び法第９０条の３の規定に基づく計画の届出（以下

「安全計画届」という。）に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（仮使用認定申請等） 

第２ 仮使用認定の申請は棟単位を原則とし、申請者は建築基準法施行規則（昭和２５年 

 建設省令第４０号。以下「省令」という。）第４条の１６（省令第８条の２第２０項及び

第２１項において準用する場合を含む。）に規定する申請図書３部（正本１部、副本２部）

を提出する。 

２ 内装仕上げ等をテナント等の決定後に行うこととされている建築物の仮使用認定申請 

 手続きは、申請書の備考欄に仮使用部分の追加を予定している旨を記載して認定を受け 

 るものとする。 

３ 仮使用認定区域を計画的に拡大し、使用されることが決定している建築物については  

 仮使用認定申請手続きを行う際に、申請書の備考欄に仮使用部分の追加を予定している 

 旨を記載して認定を受けるものとする。 

４ 第２項の認定を受けた建築物で新たなテナント等の決定に伴い仮使用部分の追加を行

う場合又は第３項の認定を受けた建築物において仮使用部分の追加を行う場合には、申

請書の備考欄に最初の仮使用認定通知書の認定日と認定番号及び予定の追加申請である

旨を記載した上で、遅延なく提出するものとする。 

５ 前項の追加申請にあっては、申請手数料を不要とし、申請書の提出部数は第１項に同 

 じとする。 

６ 特定行政庁又は建築主事は、仮使用の部分全体（第４項の規定による追加部分を含む。）

について安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場合は、仮使用認定通知書に第

１項又は第４項の仮使用認定申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。 

７ 安全計画届は、届出書２部（正本１部、副本１部）を提出するものとする。 

 

 

 手続きについて 

◆ 提出先－特定行政庁又は建築主事 

◆ 手数料－１２０，０００円／棟（件） 



◆ 申請様式－ 

①法第７条の６第１項第 1号による仮使用認定の場合 

：省令第４条の１６により別記第３３号様式 

②法第７条の６第１項第 2号の建築主事による仮使用認定の場合 

：省令第４条の１６により別記第３４号様式 

③法第１８条第２４項第１号による仮使用認定の場合 

：省令第８条の２第２０項、第２１項により別記第４２号の２０様式 

④法第１８条第２４項第２号による仮使用認定の場合 

：省令第８条の２第２０項、第２１項により別記第４２号の２１様式 

⑤法第９０条の３に該当する建築物における仮使用認定の場合 

 安全計画届：省令第１１条の２により別記第６９号様式 

◆ 申請書添付書類－ 

①確認申請書（第１面～第５面）の写し 

②付近見取り図 

③配置図 

④各階平面図 

⑤立面図 

⑥断面図 

⑦工程表 

⑧安全計画書（平成２７年５月２７日付国住指第５５８号及び国住街第４０号

別紙３または別紙４） 

⑨安全計画書・工事計画書（平成２７年５月２７日付国住指第５５８号及び国

住街第４０号別紙５：法第９０条の３に該当する場合） 

 

   附 則 

  この要領は、平成２１年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 

  この要領は、平成２７年７月１７日から施行する。 



 

取扱い例 １：「Ａ棟」については「Ａ：既存建物部」仮使用認定申請時に「Ａ：同一棟増

築部及びＢ：別棟増築部」の段階仮使用計画が示されていた場合には、仮使用認定申請件

数としては「１件」とし、仮使用部分の追加申請を行うものと扱う。 

 

取扱い例 ２：建築工事中の「Ａ部分」の仮使用認定を受ける際に計画のなかった「Ｂ部 

分」の一部を仮使用範囲に追加して仮使用する場合には、再度、仮使用認定申請を行うこ

ととし、仮使用認定申請としては「２件」として扱う。 

道路 

Ｂ：別棟増築 
Ａ：同一棟増築 

Ａ：既存建物 

仮使用範囲 

工事完了後又は

部分完了後使用

使用 

敷地内、複数建築行為の内別棟増築は棟としての工事完了し使用、既存建物の

同一棟増築については、建物の一部仮使用する場合。 

 

Ａ：既存建物又は新

築建物 

Ｂ：増築建物

又は新築建物 

仮使用範囲（当初計画） 

仮使用範囲の追加変更（当初計画外） 

建築行為中の建物において、部分的に仮使用する際に仮使用計画（当初計画）

になかった範囲を追加して仮使用する場合。 


